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令和６年全国家計構造調査にご協力ください。

年
金
生
活
者
支
援
給
付
金

　

年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
は
、
公
的
年

金
等
の
収
入
や
そ
の
他
所
得
額
が
一
定
基

準
額
以
下
の
年
金
受
給
者
の
生
活
を
支
援

す
る
た
め
に
、
年
金
に
上
乗
せ
し
て
支
給

さ
れ
る
も
の
で
す
。
受
け
取
り
に
は
請
求

書
の
提
出
が
必
要
で
す
。
２
年
目
以
降
の

お
手
続
き
は
原
則
不
要
で
す
。

　

令
和
６
年
度
、
新
た
に
年
金
生
活
者
支
援

給
付
金
の
支
給
対
象
と
な
る
方
に
日
本
年

金
機
構
か
ら
９
月
初
旬
頃
か
ら
順
次
、
請
求

可
能
な
旨
の
お
知
ら
せ
が
送
付
さ
れ
ま
す
。

同
封
の
は
が
き(

年
金
生
活
者
支
援
給
付
金

請
求
書)

に
必
要
事
項
を
ご
記
入
の
上
、
期

限
内
に
早
め
の
投
函
を
お
願
い
し
ま
す
。

■
対
象
者　

①
老
齢
基
礎
年
金
受
給
者

・
65
歳
以
上

・
世
帯
員
全
員
の
市
町
村
民
税
が
非
課
税

・
年
金
収
入
額
と
そ
の
他
所
得
額
の
合
計
が

約
88
万
円
以
下

②
障
害
基
礎
年
金
・
遺
族
基
礎
年
金
受
給
者

・
前
年
の
所
得
額
が
約
４
７
２
万
円
以
下

■
請
求
対
象
期
間　

　

令
和
６
年
10
月
分
か
ら
請
求
可
能

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

市
民
課　

市
民
係　

☎
内
線
１
６
３

　

給
付
金
専
用
ダ
イ
ヤ
ル

　

☎
０
５
７
０

－

05

－

4
0
9
2

―より良い未来をつくるために―

　総務省統計局では、本年 10 月から 11 月までの２か月間、全国家計構造調査を実施します。９
月中旬以降、調査員が調査世帯へ伺いますので、調査の趣旨をご理解いただき、調査へのご回答
をお願いいたします。

■ 調査の目的

　全国家計構造調査は、家計における消費、所得、資産および負債の実態を総合的に把握し、世帯の所得
分布および消費の水準、構造等を全国的および地域別に明らかにすることを目的に実施するものです。

■ 個人情報の管理について

　統計法により、ご回答いただいた調査票は、統計作成以外の目的で使用することは絶対にあり
ません。また、調査内容は外部の人の目に触れることのないよう厳重に保管し、集計後は溶解処
分するなど、個人情報の保護には万全を期しておりますのでご安心ください。

■ 調査の方法

　９月中旬以降、調査員が調査世帯ごとに調査書類を配布いたします。その際に、以下①・②のいず
れかの回答方法を選択していただきます。（※一部、郵送により調査票を提出する方法もあります。）

①インターネット回答 ②調査員に調査票を提出

インターネット回答が大変便利です！
インターネット回答では、画面の誘導
に従ってスムーズに回答ができ、分か
らないことがあればチャットで質問が
できるなど、大変便利です。

パソコン、スマホ等から！

郵送または
直接受け取
ります。

詳しくは
総務省統計局

HP へ

問 企画政策課 政策推進係　☎ 内線 245

こ
ど
も
地
域
食
堂
オ
ー
プ
ン

『
て
げ
て
げ
レ
ス
ト
ラ
ン
』

　

新
城
地
区
に
、
こ
ど
も
か
ら
高
齢
者
ま

で
、
人
と
人
と
の
つ
な
が
り
を
大
事
に
す

る
、
地
域
の
方
の
居
場
所
と
な
る
、
こ
ど

も
地
域
食
堂
『
て
げ
て
げ
レ
ス
ト
ラ
ン
』

が
オ
ー
プ
ン
し
ま
す
。

■
こ
ど
も
食
堂
と
は

　
誰
も
取
り
こ
ぼ
さ
な
い
社
会
づ
く
り
へ

　

の
地
域
の
挑
戦
で
す
。

■
場
所　

新
城
地
区
公
民
館

■
利
用
対
象
者

　

地
域
の
こ
ど
も
か
ら
高
齢
者
ま
で

■
開
催
日

・ 

初
日
：
９
月
14
日
（
土
）

・ 

10
月
以
降
：
奇
数
月
の
第
２
土
曜
日

■
開
催
時
間
　
10
時 

～ 

14
時

■
料
金　

無
料

■
そ
の
他

　

開
催
初
日
は
、先
着
50
人

　

に
粗
品
の
プ
レ
ゼ

　

ン
ト
が
あ
り
ま
す
。

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

て
げ
て
げ
レ
ス
ト
ラ
ン
事
務
局

　

☎
０
８
０

－

8
5
6
5

－

4
6
6
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保
健
・
福
祉

農
業
者
年
金
で

安
心
で
豊
か
な
老
後
を

　

農
業
者
年
金
は
、
農
業
者
の
た
め
の
国

民
年
金
に
上
乗
せ
す
る
公
的
年
金
で
す
。

要
件
を
満
た
す
農
業
者
の
方
は
、
ぜ
ひ
加

入
を
ご
検
討
く
だ
さ
い
。

■
加
入
要
件
（
①
～
③
を
全
て
満
た
す
方
）

①
年
間
60
日
以
上
農
業
に
従
事

②
60
歳
未
満

③
国
民
年
金
第
１
号
被
保
険
者

■
農
業
者
年
金
の
ポ
イ
ン
ト　

・
農
地
の
権
利
・
名
義
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん

・
積
み
立
て
方
式
、
確
定
拠
出
型
で
少
子
高

　
齢
化
時
代
に
強
い

・
保
険
料
の
額
は
自
由
に
設
定
、
見
直
し
可

　
能
で
、
加
入
や
脱
退
も
自
由

・
終
身
年
金
で
あ
り
、
80
歳
前
に
亡
く
な
っ

　
た
場
合
は
、
死
亡
一
時
金
が
あ
る

・
税
制
面
の
優
遇
措
置
が
あ
る

・
一
定
の
要
件
を
満
た
せ
ば
保
険
料
の
国
庫

　

補
助
が
あ
る

■
相
談
・
加
入
方
法

　

垂
水
市
農
業
委
員
会
か
Ｊ
Ａ
の
年
金
窓

　

口
に
て
ご
相
談
、お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

垂
水
市
農
業
委
員
会　

☎
内
線
２
３
２ ▲ 詳しくは 

 　農年金HPへ

こ
こ
ろ
の
健
康
相
談
日

　

精
神
科
医
へ
の
相
談
者
を
募
集
し
ま
す
。

精
神
的
に
苦
痛
が
あ
る
が
、
精
神
科
病
院

に
い
く
勇
気
が
な
い
な
ど
、
は
じ
め
の
一

歩
と
し
て
専
門
医
に
相
談
で
き
ま
す
。

■
対
象

　
気
分
の
浮
き
沈
み
・
対
人
関
係
・
ひ
き

　

こ
も
り
・
依
存
症
等
で
お
困
り
の
方
や

　

そ
の
ご
家
族

■
日
時

　
10
月
１
日
（
火
）　

14
時 

～ 

16
時

■
会
場
　
鹿
屋
保
健
所 

２
階

■
相
談
料
　
無
料

■
申
込
期
限　

９
月
24
日
（
火
）

※
先
着
３
人
ま
で
。

　

電
話
に
て
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

◎
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

　

大
隅
地
域
振
興
局
地
域
保
健
福
祉
課

　

☎
０
９
９
４

－

52

－
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2
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認
知
症
を
理
解
し
一
緒
に

歩
む
県
民
週
間

　

鹿
児
島
県
で
は
、「
世
界
ア
ル
ツ
ハ
イ

マ
ー
デ
ー
」
で
あ
る
９
月
21
日
を
含
む
９
月

15
日
（
日
）
か
ら
21
日
（
土
）
ま
で
の
一
週

間
を
「
認
知
症
を
理
解
し
一
緒
に
歩
む
県
民

週
間
」
に
設
定
し
て
い
ま
す
。

　

本
市
で
は
同
期
間
中
に
、
の
ぼ
り
旗
を
掲

げ
、
認
知
症
の
正
し
い
理
解
と
認
知
症
高
齢

者
等
に
や
さ
し
い
地
域
づ
く
り
に
向
け
た

機
運
の
醸
成
を
図
り
ま
す
。
ま
た
、
垂
水

市
立
図
書
館
で
は
、
認
知
症
に
関
す
る
特
設

コ
ー
ナ
ー
を
設
け
ま
す
の
で
、
こ
の
機
会
に

認
知
症
へ
の
理
解
を
深
め
ま
し
ょ
う
。

　

な
お
、
本
年
度
は
、
市
内
の
学
校
と
連
携

し
、
児
童
生
徒
等
を
対
象
に
認
知
症
サ
ポ
ー

タ
ー
養
成
講
座
も
実
施
し
て
い
ま
す
。

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

福
祉
課　

地
域
包
括
ケ
ア
係

　

☎
32

－

5
1
1
1

鹿
屋
・
大
隅
地
区

障
害
者
就
職
面
接
会

　

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
で
は
、
障
害
が
あ
る

方
々
を
対
象
と
し
た
就
職
面
接
会
を
開
催

し
ま
す
。

■
日
時
　
９
月
18
日
（
水
）

　
　
　
　

13
時 

～
16
時（
受
付
：
12
時
30
分
）

■
場
所
　
ホ
テ
ル
さ
つ
き
苑

　
　
　
　
（
鹿
屋
市
西
原
１

－

９

－

10
）

■
参
加
方
法

　

電
話
で
事
前
申
し
込
み
が
必
要
で
す
。

◎
事
前
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

　

鹿
屋
公
共
職
業
安
定
所

　
☎ 

０
９
９
４

－

42

－

4
1
3
5

　

大
隅
公
共
職
業
安
定
所

　
☎ 

０
９
９
４

－

82

－

1
2
6
5
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